
PoC サービス規約 

 

 

第1条 目的 

1. ソフトバンク株式会社（以下「当社」といいます。）は、本規約の定めに従い、「PoCサービス」（以下

「本サービス」といいます。）をお客様に提供します。 

2. 本規約は、本サービスの提供に関する諸条件を定めることを目的とします。 

 

第2条 本サービスの内容 

1. 本サービスはRPAの導入を検討しているお客様に対して、サービスに関するProof of Concept（以下

「PoC」といいます。）の環境およびサポートを提供します。 

2. 本サービスの対象として、次の２つのサービスがあります。 

(1) スタートパック 

(2) スタートパック Plus 

なお、それぞれの内容の詳細については、別紙に定める通りとします。 

3. PoCに使用するSynchRoid Seriesソフトウェアの使用許諾条件は、当社の定める「SynchRoid 

Series エンドユーザーライセンス規約（社内利用）」（以下「ライセンス規約」といいます。）に基づくも

のとし、お客様は本サービスのお申込みにより本規約およびライセンス規約に同意したものとします。お客

様は、本規約に定めるサービスの提供期間に限り、SynchRoid Seriesソフトウェアを使用することがで

きます。 

4. お客様は本サービスを第三者に販売または提供する目的で使用することはできません。 

 

第3条 契約の成立および契約期間 

1. お客様は、当社が定める規約、約款の内容に同意の上、当社所定の申込書式（文書または電磁的

方法等を問いません）にて申し込みを行うものとし、納品書または代用の通知に記載の日付をもって契

約成立とします。（以下「本契約」といいます。） 

2. 本サービスの契約期間は契約成立日より30日間とします。 

 

第4条 本サービスの提供開始日 

1. 本サービスの提供開始日は、当社が申込書（文書または電磁的方法等を問いません）を受領した日

から、7 営業日以降先の日付で、当社が設定できるものとします。 

2. 前項の場合、当社は、お客様にライセンスキーを含むライセンス提供開始通知の記載された納品書また

は代用の通知を、提供開始日当日までにお客様指定のメールアドレスに送付します。 

 

第5条 本サービスの終了 



1. 本サービスの提供および本契約は、第 3 条に定める契約期間の満了日をもって終了します。満了日以

後の本サービスの継続利用はできません。 

2. 本契約が終了した場合、お客様は直ちに次の各号に定める事項を行うものとします。 

(1) 本サービスの利用および SynchRoid Series ソフトウェアの使用を終了するとともに、PoC 用にライ

センスされた SynchRoid Series ソフトウェアおよびその複製物をすべて消去すること。 

(2) 当社指定の書式による、SynchRoid Series ソフトウェアの破棄証明を、当社が請求する場合は

提出すること。 

(3) 本サービス終了後に正式なライセンスを購入するお客様の破棄証明提出については、別途協議の

上で決定するものとします。  

 

第6条 サービス料金 

1. 本サービスの料金は申込書に記載される金額とします。 

2. 当社の認める販売会社（以下「販売会社」といいます。）より購入された場合は、前項の定めに関わら

ず、販売会社が決定、通知します。 

 

第7条 サービス料金の支払 

1. 当社は、契約成立日の属する月の翌々月 6 営業日目を目途に請求書を発行します。 

2. お客様は、前項その他当社発行の請求書記載の支払期限までに、請求書記載の料金額を当社指定

の方法で支払うものとします。なお、振込手数料など支払行為にかかる費用はお客様の負担とします。 

3. 当社は、いかなる場合もお支払い済みの利用料金を返金致しません。 

4. 利用料金その他の計算において、その計算結果に 1 円未満の端数が生じた場合は、その端数を切り捨

てます。 

5. 販売会社より購入された場合は、前 4 項の定めに関わらず、販売会社が決定、通知します。 

 

第8条 再委託 

1. 当社は、本サービスの提供に係る業務の全部または一部を当社の責任と負担において第三者に再委託

することができるものとします。 

2. 当社が前項に基づき本サービスの提供に係る業務を再委託する場合は、再委託先に対して本規約と同

等の義務を課すものとします。また、本サービスの提供に係る業務を再委託した場合であっても、当社は、

本規約に基づく義務を免れるものではなく、当社はお客様に対し、当該再委託先の行為につき一切の責

任を負うものとします。 

 

第9条 契約の解除 

1. お客様または当社は、相手方が本規約に違反したときは、書面をもって契約の履行を催告し、催告後

30 日を経過しても契約内容が履行されないときは、本規約に基づく契約の全部または一部を解除する

ことができるものとします。 



2. お客様または当社は、相手方が次の各号の一の事由に該当する場合には、何ら通知催告なくして、本

規約に基づく契約の全部または一部を直ちに解除することができるものとします。なお、当該解除は、解

除権を行使した当事者から相手方への損害賠償請求を妨げないものとします。 

(1) 支払停止、支払不能に陥った場合 

(2) 自ら振り出し若しくは裏書した手形、小切手の不渡りを１回でも出した場合 

(3) 自らの重要な財産に直接差押え、仮差押え、競売の申立て、公租公課の滞納処分を受けた場合 

(4) 破産手続開始、民事再生手続開始、会社更生手続開始、特別清算開始の申立てを受け若しく

は自らこれをなした場合、または特定調停の申立てをなした場合 

(5) 合併によらない解散、営業の全部または重要な部分の譲渡決議をした場合 

(6) 営業を廃止した場合 

(7) 監督官庁より営業停止命令を受け、または営業に必要な許認可の取消処分を受けた場合 

(8) その他前各号に準じる事由が生じ、相手方の信用状態が悪化したと認めた場合 

(9) お客様が当社へ提出・送信したお客様に関する情報に虚偽あるいは重大な遺漏のあることが判明

した場合 

(10) 前各号のほか、重大な過失または背信行為など、本規約に基づく契約を継続しがたい事由が

発生した場合 

3. お客様または当社につき本条第１項または前項各号の一に該当する事由が生じた場合、当該事由の

発生当事者が相手方に対して金銭債務を負担しているときは、当然に相手方に対する全債務の期限

の利益を喪失し、相手方に対して直ちに一括して弁済するものとします。 

 

第10条 損害賠償 

当社は、本サービスの提供に関連し、当社の責めに帰する事由によりお客様に損害を与えた場合、発生した

通常かつ直接の損害に限り賠償するものとし、その他特別な事情により発生した損害、派生損害、間接損害、

逸失利益について当社は一切の責任を負わないものとします。 

 

第11条 権利譲渡の禁止 

お客様は、当社の書面による事前の承諾なく、本規約による契約上の地位または本規約に基づく権利もしく

は義務につき、第三者に対し、譲渡、移転、担保設定、その他処分をすることはできないものとします。 

 

第12条 免責事項 

1. 本サービスはお客様が自らの責任においてご利用頂くものです。本サービスは、現状有姿および提供可能

な範囲で提供されます。当社は、本サービスに関して法律で許容される範囲で、明示的であるか黙示的

であるかを問わず、いかなる形の保証責任も負わないものとします。 

2. 当社は、天変地異・戦争・暴動・内乱その他の社会的事変、法令の制定・改変、政府による命令・処

分・指導等の公権力の行使、通信回線の事故、輸送または通関等の遅延等、当社の責めに帰すべか



らざる事由による本規約の全部または一部の履行遅延もしくは履行不能について、一切その責任を負わ

ないものとします。 

 

第13条 秘密情報の定義 

1. 本規約における秘密情報とは、口頭、書類、電子媒体等の情報開示手段の種類を問わず、本サービス

の提供もしくは利用に関連して一方当事者（以下「情報開示者」といいます。）から他方当事者（以

下「情報受領者」といいます。）に開示される技術上または営業上の有用な情報であって、次の各号の

一に該当するものとします。 

(1) 秘密である旨が明瞭に表示された書面、図表、その他関係資料等の有形の形態により開示される

情報 

(2) 秘密である旨を告知したうえで口頭その他無形の形態で開示される情報であって、かかる口頭の開

示後 30 日以内に当該情報の内容が秘密である旨を明示された書面により開示される情報 

2. 前項の規定に関わらず、情報開示者の書面による事前の同意を得た場合、または、次の各号の一に該

当する情報については、秘密情報に該当しないものとします。 

(1) 情報を受領する前に、既に公知または公用となっていた情報 

(2) 情報を受領する前に、情報受領者が既に自ら正当に所持していた情報 

(3) 情報を受領した後に、情報受領者の責に帰すべからざる事由により公知となった情報 

(4) 情報受領者が正当な権限を有する第三者から秘密保持義務を負うことなく合法的に入手した情

報 

(5) 情報受領者が受領した情報を用いることなく独自に開発した情報 

(6) 法令により開示を要求された情報（ただし、当該要求に応じるために必要な範囲に限って前項の

適用を免れるものとします。） 

 

第14条 秘密保持 

1. 情報受領者は、本サービスを提供もしくは利用するうえで、秘密情報を知らせる必要のある自己の役員

および従業員（派遣社員含みます。）または再委託先（以下総称して「従業員等」といいます。）以

外の者に、秘密情報を開示または漏洩してはならないものとします。また、従業員等に対し本規約に基づ

き自己が遵守すべき義務と同一の義務を遵守させるものとします。 

2. 情報受領者は、本サービスの提供もしくは利用のためにのみ秘密情報を使用し、他のいかなる目的のた

めにも秘密情報を使用しないものとします。 

3. 情報受領者は、本条の秘密保持義務を遵守するため、善良な管理者の注意をもって秘密情報を管理

するものとします。 

4. 情報受領者は、情報開示者から受領した資料等で秘密情報を記載したもの（書類、電子媒体等）

（以下「秘密資料」といいます。）の不当な開示または紛失を防止するために、自己が適切と判断する

措置を講じるものとし、万一紛失した場合は、直ちに情報開示者にその旨を通知し、その後の措置につ

いて相手方の指示に従うものとします。 



5. 情報受領者は、相手方の事前の書面による承諾がない限り、本サービスの提供もしくは利用のために必

要最低限の範囲を除き、秘密資料を複写・複製しないものとします。なお、本条に基づき複製された秘

密資料に関しても本規約の各条項が適用されるものとします。 

6. 第 4 項の秘密資料には、情報開示手段の種類に関わらず、情報開示者から開示された秘密情報を、

情報受領者において文書化したものを含むものとします。 

7. 本条および前条の定めは、本規約に基づく契約が終了した後も有効に存続するものとします。 

 

第15条 個人情報の取り扱い 

当社による本サービスにかかる個人情報の取り扱いについては、別途当社のプライバシーポリシーの定めによる

ものとし、お客様はこのプライバシーポリシーに従って当社がお客様の個人情報を取り扱うことについて同意する

ものとします。 

 

第16条 知的財産権等の帰属 

１．本サービスにかかる知的財産権（著作権法第 27 条および第 28 条の権利を含む。）は、当社もしくは

当社に権利を許諾した者に帰属し、当社による事前の書面による許諾を得ることなく、お客様は本規約

に基づく本サービスの利用以外の目的で使用、複製、転写または頒布することはできません。 

２．本サービスの提供の際に当社がお客様のためにロボットを作成した場合、当該ロボットの著作権（著作

権法第 27 条および第 28 条の権利を含む。以下同じ。）は、当社または第三者が従前から保有して

いた著作権および汎用的な利用が可能な著作権を除き、当該個別契約に係る委託料の支払いが完

了されたときをもって、お客様に移転します。 

３．前項の場合、お客様が当該ロボットを本サービスにかかる規約に基づき適法かつ有効に利用されている

限り、当社は著作者人格権を行使しないものとします。 

 

第17条 反社会的勢力等の排除 

1. お客様および当社は、利用契約の締結時点において、自己、自己を実質的に支配する者、またはその

代理・媒介をする者が暴力団、暴力団員、暴力団関係者、不法収益・犯罪収益等関連犯罪行為者、

総会屋その他の反社会的勢力（以下「反社会的勢力」といいます。）ではないこと、反社会的勢力と

密接な関係を有するものでないことおよび過去においても反社会的勢力ではなかったことを表明保証し、

利用契約成立日以降、利用契約の履行完了までの間、自己、自己を実質的に支配する者、またはそ

の代理・媒介をする者が反社会的勢力でない状態を維持し、反社会的勢力と密接な関係を有しないこ

とを誓約するものとします。 

2. お客様または当社が前項の当該表明保証または誓約に違反した場合、それが判明した時期のいかんを

問わず、相手方は何らの催告を要せず直ちに利用契約を解除することができるほか、これにより被った損

害の賠償を請求することができるものとします。なお、当該解除によって前項の表明保証条項に違反した

当事者に損害または負担が生じても、当該当事者は相手方に対してその賠償を求めることができないも

のとします。 



第18条 協議事項 

お客様および当社は、本規約に定めのない事項または本規約の内容について疑義を生じた場合、双方協議

の上、誠意をもって解決するよう努めるものとします。 

 

第19条 準拠法 

本規約に基づき提供する本サービスの内容および提供条件、並びに、本規約の内容については日本法に準

拠し、日本法に従って解釈されるものとします。 

 

第20条 管轄裁判所 

本規約に基づき提供する本サービスに関する訴訟その他一切の法的手続きについては、東京地方裁判所を

第一審の専属的合意管轄裁判所とします。 

 

第21条 規約の変更 

当社は、事前にお客様へ周知の上で本規約の内容を変更することがあります。この場合、本サービスの提供に

関する諸条件は変更後の規約の定めによるものとします。 

 

以上 

附則 

（実施月日） 

本規約は 2019 年 3 月 1 日より実施します。 

  

 

  



別紙 

 

１．スタートパック 

お客様にて下記確認を行うことを目的とした 30 日間の SynchRoid Series ソフトウェア、SynchRoid のマ

ニュアルやインストーラーを入手できる SynchRoid ポータルサイトの利用、およびメールによるサポートをご利用

いただけます。 

(1) お客様の指定環境下での、SynchRoid の動作検証 

(2) お客様が RPA の作成を予定しているシステムに対する、SynchRoid の接続・動作性確認 

(3) ユーザビリティの見極め 

(4) 簡易的な効果算定 

 

２．スタートパック Plus 

スタートパックのサービスに加えて、当社の指示のもとに稼働するエンジニア（当社の正社員や業務委託社員、

代理店の雇用者などを含む。）が、お客様の指定場所に訪問し、10 時間以内で完了する範囲において、以

下の確認を行います。 

(1) お客様の指定環境下での、SynchRoid の動作検証 

(2) お客様が RPA の適用を予定しているシステムに対する、SynchRoid の接続・動作性確認 

(3) お客様の指示におけるロボットの作成支援 

 

以上 


